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人事関係規則等の一部改正について（案） 

 

１ 趣 旨 

 次の観点から人事関係規則等を一部改正するもの 

（１）第４期中期目標・中期計画に掲げる若手・女性・外国人の各研究者比率の向上等に資す

るため、ＣＯＥ研究員に係る契約期間の見直し等を行う。 

（２）研究教育職員の所属ユニットを変更する際の手続きを新たに明記するため、規定の追加

を行う。 

（３）クロスアポイントメント適用者の業務従事割合を変更する際の手続きを新たに明記する

ため、規定の追加を行う。 

 

２ 内 容 

（１）関係 

 現行の制度では契約期間を２年以内としているところ、現員を含む採用経験者による再応

募も可能とし、通算して４年を超えない範囲まで雇用できることとする。 

また、外国人研究者の円滑な着任に有用であると考えられることから、採用時期を１０月

とする者の選考スケジュールを全体的に前倒しすることに伴い、現行では４月のみ採用候補

補欠者を選考しているところ、１０月においても採用候補補欠者を選考することに係る規定

を整備する。 

（２）関係 

 研究教育職員の所属ユニットを変更する際の手続きについて、ユニット長会議での審議を

経て、アカデミックプランをユニット等評価委員会へ諮問の上、当該答申に基づき、所長が

決定する旨の規定を新たに設ける。 

（３）関係 

 クロスアポイントメント適用者の業務従事割合を変更する際の手続きについて、ユニット

長又は学術経営会議構成員による提案を受け、所長が学術経営会議に附議し、当該審議結果

により決定の上、運営会議に報告する旨の規定を新たに設ける。 

 

３ 改正する規則等 

（１）関係 

・ 核融合科学研究所ＣＯＥ研究員規則 

 ・ 核融合科学研究所ＣＯＥ研究員選考手続に関する要項 

（２）関係 

 ・ 核融合科学研究所における研究教育職員の人事に関する申合せ 

（３）関係 

 ・ 核融合科学研究所におけるクロスアポイントメントを適用する教員の人事に関する申合

せ 
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４ 施行年月日 

令和７年６月４日 

 

５ スケジュール 

令和７年５月１３日  学術経営会議（審議） 

６月 ４日  運営会議（審議） 



 

 

核融合科学研究所ＣＯＥ研究員規則 一部改正（案） 新旧対照表 

 

 

 

現   行（旧） 改   正（新） 

核融合科学研究所ＣＯＥ研究員規則 

 

制定 令和 ３年 ３月１６日 核研規則第４号 

最終改正 令和 ６年 ３月２７日         

 

核融合科学研究所ＣＯＥ研究員規則 

 

制定 令和 ３年 ３月１６日 核研規則第４号 

 最終改正 令和  年  月  日         

第１条～第３条 （略） 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（採用時期及び契約期間） 

第４条 ＣＯＥ研究員として雇用する者の採用時期及び契約期間は，原

則として次のとおりとする。 

 (１) 採用時期 ４月及び１０月 

 (２) 契約期間 ２年以内 

 

（採用時期及び契約期間） 

第４条 ＣＯＥ研究員として雇用する者の採用時期及び契約期間は，次

のとおりとする。 

 (１) 採用時期 原則として４月又は１０月 

 (２) 契約期間 ２年とする。ただし，採用日以前にＣＯＥ研究員と

して雇用した期間がある者については，通算して４

年を超えない範囲まで雇用できるものとする。 

 

第５条～第８条 （略） 

 

第５条～第８条 （略） 

   附 則 

 （略） 

附 則 

 （略） 

附 則 

１ この規則は，令和  年  月  日から施行する。 

 



 

 

核融合科学研究所ＣＯＥ研究員選考手続に関する要項 一部改正（案） 新旧対照表 

 

 

 

現   行（旧） 改   正（新） 

核融合科学研究所ＣＯＥ研究員選考手続に関する要項 

 

平成１６年 ４月 １日 所長決定 

 最終改正 令和 ３年 ３月１６日      

 

核融合科学研究所ＣＯＥ研究員選考手続に関する要項 

 

平成１６年 ４月 １日 所長決定 

 最終改正 令和  年  月  日      

第１～第５ （略） 

 

第１～第５ （略） 

 

（採用時期を４月とする者の選考手順） 

第６ 採用時期を４月とする者の選考にあたっては，採用候補者に加え採用

候補補欠者としての資格を有すると判断される者に順位を付す。 

２ 委員会は，採用候補者の辞退等により採用候補補欠者を繰り上げて採用

候補者とした場合は，その結果を次回の運営会議に報告するものとする。 

 

（採用候補補欠者） 

第６ ＣＯＥ研究員の選考にあたっては，採用候補者に加え採用候補補欠者

としての資格を有すると判断される者に順位を付す。 

２ 委員会は，採用候補者の辞退等により採用候補補欠者を繰り上げて採用

候補者とした場合は，その結果を次回の運営会議に報告するものとする。 

 

   付 記 

 （略） 

付 記 

 （略） 

付 記 

この要項は，令和  年  月  日から実施する。 

 



 

核融合科学研究所における研究教育職員の人事に関する申合せ 一部改正（案） 新旧対照表 

 

現   行（旧） 改   正（新） 

核融合科学研究所における研究教育職員の人事に関する申合せ 

 

制  定 令和 ５年 ３月１４日 運営会議決定 

最終改正 令和 ５年 ９月 ６日        

 

核融合科学研究所における研究教育職員の人事に関する申合せ 

 

制  定 令和 ５年 ３月１４日 運営会議決定 

 最終改正 令和  年  月  日        

第１～第５ （略） 

 

第１～第５ （略） 

 

（新設） （配置換） 

第６ 研究教育職員のユニット変更（以下「配置換」という。）は，次に掲げ

る手続きを経て行うものとする。 

（１）配置換の対象となる研究教育職員と配置換前後のユニット長の合意

のもと，研究部長は，別紙様式４に定めるアカデミックプランをユニ

ット長会議に提案する。 

（２）ユニット長会議は，研究部長の提案に基づき，アカデミックプラン

の可否を審議し，決定する。 

（３）所長は，ユニット長会議がアカデミックプランを可と議決した場合

は，アカデミックプランについて，その妥当性に関する評価をユニッ

ト等評価委員会に諮問する。 

（４）所長は，前号の諮問に対する答申に基づき，配置換の発令手続を行

う。 

 

第６ （略） 

 

第７ （略） 

 

   附 記 

 この申合せは，令和５年９月６日から実施する。 

附 記 

 この申合せは，令和５年９月６日から実施する。 



 

 

 

 

 

別紙様式１～３ （略） 

 

（新設） 

附 記 

この申合せは，令和  年  月  日から実施する。 

 

 

別紙様式１～３ （略） 

別紙様式４ 

（別紙のとおり） 

  



別紙様式４ 

  年  月  日 

 

核融合科学研究所長 殿 

 

研究部長 

 

 

人員に関するアカデミックプラン 

 

対象者  

所属ユニット 
（配置換前） 

（配置換後） 

研究分野  

発令希望年月日     年  月  日 

配置換後のユニットに

おいて行うべき研究内

容 

 

配置換後のユニットが

掲げる目標への貢献の

在り方 

 

日付は元号で記載してください。 

 



核融合科学研究所におけるクロスアポイントメントを適用する教員の人事に関する申合せ 一部改正（案） 新旧対照表 

 

現   行（旧） 改   正（新） 

核融合科学研究所におけるクロスアポイントメントを適用する 

教員の人事に関する申合せ 

 

制  定 令和 ５年 ９月 ６日 運営会議決定 

        

 

核融合科学研究所におけるクロスアポイントメントを適用する 

教員の人事に関する申合せ 

 

制  定 令和 ５年 ９月 ６日 運営会議決定 

 最終改正 令和  年  月  日        

第１～第３ （略） 

 

第１～第３ （略） 

 

（学術経営会議等での審議） 

第４ 所長は，ユニット長又は学術経営会議の構成員から提案された，計画

書等又は計画書について，主に業務従事割合において行う研究内容及びユ

ニット等が掲げる目標への貢献の在り方等について，その妥当性に関する

評価を核融合科学研究所運営会議ユニット等評価委員会に諮問する。 

 

２ 所長は，前項の諮問に対する答申に基づき，人事選考の手続きを開始す

ること又はクロスアポイントメントにより教員を派遣することについて

学術経営会議に提案し，学術経営会議は，その可否を決定する。 

 

（学術経営会議等での審議） 

第４ 所長は，ユニット長又は学術経営会議の構成員から提案された，計画

書等又は計画書について，主に業務従事割合において行う研究内容及びユ

ニット等が掲げる目標への貢献の在り方等について，その妥当性に関する

評価を核融合科学研究所運営会議ユニット等評価委員会（以下「ユニット

等評価委員会」という。）に諮問する。 

２ （略） 

第５ （略） 

 

第５ （略） 

 

（新設） 

 

（業務従事割合の変更） 

第６ クロスアポイントメント適用教員の業務従事割合の変更は，次に掲げ

る手続きを経て行うものとする。 

（１）ユニット長又は学術経営会議の構成員は，あらかじめ他法人等との

事前協議を経て，業務従事割合の変更に関する提案書（別紙様式２）

（以下、「提案書」という。）を所長に提案する。 



 

 

 

（２）所長は，ユニット長又は学術経営会議の構成員から提案された提案

書について，その妥当性に関する評価をユニット等評価委員会に諮問

する。ただし，研究所における業務従事割合を増やす変更については，

諮問を省略できるものとする。 

（３）所長は，前号の諮問に対する答申（諮問を省略した場合は，提案書）

に基づき，クロスアポイントメント適用教員の業務従事割合を変更す

ることについて学術経営会議に提案し，学術経営会議は，その可否を

決定する。 

（４）所長は，学術経営会議でクロスアポイントメント適用教員の業務従

事割合を変更することを可と議決した場合は，運営会議に報告するも

のとする。 

 

第６ （略） 第７ （略） 

 

   附 記 

 この申合せは，令和５年９月６日から実施する。 

 

 

 

 

別紙様式１ （略） 

 

（新設） 

附 記 

 この申合せは，令和５年９月６日から実施する。 

附 記 

この申合せは，令和  年  月  日から実施する。 

 

 

別紙様式１ （略） 

別紙様式２ 

（別紙のとおり） 

  



別紙様式２ 

  年  月  日 

 核融合科学研究所長 殿 

 

 申 請 者（ユニット長又は学術経営会議構成員） 

役職名 

氏 名 

 

業務従事割合の変更に関する提案書 

 

対象者氏名 

（適用区分） 

 

（ □ 受入  □ 派遣 ） 

本研究所での身分 

1.職 名 

2.所属ユニット等 

 

 

他法人等での身分 

1.職 名 

2.所属法人等・ 

部署名 

 

協定期間      年  月  日 ～      年  月  日 

変更希望年月日      年  月  日 

業務従事割合 
（変更前） ・本研究所（   ％）   ・他法人等（   ％） 

（変更後） ・本研究所（   ％）   ・他法人等（   ％） 

変更理由 

 

日付は元号で記載してください。 




